
直接摂取
（公園、砂場等）

地下水経由の摂取
（地下水飲用あり）
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地下水水質の測定

土壌汚染の除去

＊土地の形質の変更の制限
　汚染土壌の搬出等の規制あり

土壌汚染の除去

摂取経路の管理

摂取経路なし 措置必要なし＊

封じ込め等摂取経路の遮断

立ち入り禁止等摂取経路の管理

盛土等摂取経路の遮断

　土壌汚染があっても、すぐに私たちの健康に悪い影響があるわけではありません。土壌汚染対策法では、
土壌汚染による健康リスクを以下の 2つの場合に分けて考えています。

　土壌汚染に関する問題とは、土壌汚染が存在すること自体ではなく、土壌に含まれる有害な物質が私たち
の体の中に入ってしまう経路（摂取経路）が存在していることです。そのような経路を遮断するような対策を
取れば、有害な物質は私たちの体の中に入ってくることはなく、土壌汚染による健康リスクを減らすことがで
きます。つまり、土壌汚染があったとしても摂取経路が遮断され、きちんと健康リスクの管理が出来ていれば、
私たちの健康に何も問題はありません。

地下水等経由の摂取リスク

土壌汚染のリスク

土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出し
て、その有害物質を含んだ地下水を飲んで
口にすることによるリスク。

例
土壌汚染が存在する土地の周辺で、地下水
を飲むための井戸が存在する場合。

直接摂取のリスク
土壌に含まれる有害物質を口や肌などから直
接摂取することによるリスク。

例
子どもが砂場遊びをしているときに手につ
いた土壌を口にする、風で飛び散った土壌
が直接口に入ってしまう場合。

摂取経路と対策
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